
日本航空株式会社　御中

三井住友トラストクラブ株式会社　御中

ご記入いただきました申込書は返信用宛名ラベルを貼り付けてご返送ください。

お申し込みに関するお問い合わせ先

ダイナースクラブ コールセンター　0120-074-024（月～金：8:00～20:00／土：8:00～18:00／日・祝・12/30～1/3 休）

JALオンラインに関するお問い合わせ先

JALオンラインデスク　0120-25-2852（10:00～18:00／12/30～1/3休）

会社名および所在地

フリガナ

会社名

(登記法人名)

フリガナ

所在地

〒

JALオンライン申込責任者／管理責任者

フリガナ
所属

役職
ご氏名

E-mail

ご氏名ローマ字 電話番号

　　　　@

お持ちのカード情報について

－

JALオンラインについてどちらでお知りになりましたか？

　　　1．ダイナースクラブ ウェブサイト　　2．JALホームページ　　3．メール　　4．ビジネス・アカウントカード パンフレット

　　　5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

JALオンラインご利用予定について

　　　・月間ご搭乗予定回数（　　　　往復）　　・出張で利用する社員のおおよその人数（月間)　（　　　　名)

　　　・ご利用方面（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・社員以外(ゲスト)の方の予約・発券操作の可能性：　　あり　・　なし

　　　・導入のきっかけ(例:手配業務の効率化、費用削減)　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　・国際線の出張：　　あり　・　なし

ダイナースクラブ　JALオンライン　申込書

当社は利用規約を承認のうえ、当社におけるJALダイナース ビジネス・アカウントカード、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードおよびダイナースクラブ ビジネスカード、ダ

イナースクラブ コーポレートカード使用者が当社の経費決済用のカードとしてJALオンライン利用者となることに同意します（※）。

当社は、三井住友トラストクラブ株式会社が保護措置を講じたうえで日本航空株式会社に対し、JALオンライン提供を目的として、下記申込書を提出し、日本航空株式会社がこれを利用

することに同意します。

※同意いただけない場合は本サービスにお申し込みいただけません。またお申し込み後に経費決済以外の目的で利用が判明した場合は、サービスの提供を中止する場合があるのでご注意

ください。

24MK-1380-202501

申込日 　　　年　　　　月　　　　日 

※JALオンラインに初回登録予定のカード番号14桁のうち、先頭3桁を除く11桁をご記入ください。

カード番号(14桁)

カードの種類
1．JALダイナース ビジネス・アカウントカード　　　 　　　2．ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード

3．ダイナースクラブ ビジネスカード　　　　　　　　　　　4．ダイナースクラブ コーポレートカード

ご利用に関するアンケート

－



　ご利用規約

ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス　ご利用規約

「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」の利用お申し込みをする前に、必ず本規約をご覧下さい。

お申し込み頂いた時点で規約にご了承いただいたものと見なします。

第一条（ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス）

本規約において「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」とは三井住友トラストクラブ株式会社（以下「三井住友トラストクラブ」という）と日本航空株式会社（以下

「JAL」という）の契約を前提に、JALがJALダイナースビジネス・アカウントカード会員、ダイナースクラブビジネス・アカウントカード会員、 ダイナースクラブビジネスカード会

員、ダイナースクラブコーポレートカード会員（以下「利用者」という）向けにインターネットWEB上において提供する航空券の予約手配・発券・搭乗・運賃料金精算の包括的な利用

形態、システムの総称とする。利用形態は各号の通り。

1．予約に際しては、利用者が利用するコンピューター端末機から、予め通知されたID・パスワード（以下「ID等」という）を用いて、「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約

サービス」にログインし、JALグループ国内線の座席予約及び発券を行う。

2．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」において発券の際にはJALダイナース ビジネス・アカウントカード、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード、ダ

イナースクラブ ビジネスカード、ダイナースクラブ コーポレートカード（以下「ダイナースクラブカード」という）を利用するものとする。

3．利用者は空港においてJALが指定する認証方法にて有効性を認証することにより、搭乗する。

4．精算については、発券精算とする。

5．利用者が別に有効なJAL航空券を所持している場合にはこれを利用することも可能とする。但しこの場合は本規約十一条の精算行為の規定に含まれない。

6．利用可能な運賃種別についてはJALが別途定めるものとする。

第二条（利用者の登録）

1．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」の利用に先立ち、利用者は、本規約を承認した上で、JAL所定の方法により、JAL所定の事項を申告し、利用登録申請を行

うものとする。なお、利用者は日本国内に登記がある法人または個人事業主とする。

2．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」の利用者が、お得意様番号を得るにあたっては各々JALマイレージバンクカードに加入し、その利用契約、会員規約等に基

づくものとする。

3．本条第一項で利用登録申請した利用者のうち、三井住友トラストクラブ及びJALにて審査手続きを行い、利用登録を承認した利用者に対し、JALはID等を付与し、本サービスを提供す

るものとする。

第三条（登録の拒絶）

三井住友トラストクラブ及びJALは、第二条第1項で利用登録申請した利用者が以下の何れかの項目に該当する場合、その利用者の本サービスの利用を拒絶できるものとする。

1．利用登録申請をした利用者が、本サービスの対象でない場合（ダイナースクラブカード会員資格を喪失している場合または、ダイナースクラブカード使用者資格を喪失している場

合、ダイナースクラブ個人会員の場合）。

2．利用登録申請をした時点で、ダイナースクラブカードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合。

3．利用登録申請の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあった場合。

4．三井住友トラストクラブに予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合。

5．ダイナースクラブカード不正使用による被害発生時や、利用者が三井住友トラストクラブに届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに三井住友トラストクラ

ブ所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合。

6．その他、会員規約違反など三井住友トラストクラブ及びJALが利用者として不適当と判断した場合。

第四条（接続方式）

利用者のコンピューター端末機からJALのホストコンピューターへの接続については、ダイヤル接続もしくはインターネット接続とし、必要な通信手段の手配、通信に関わる費用は利用

者の負担とする。

第五条（操作元認証）

JALのホストコンピューターへの接続を行うにあたってはID等を用いたログイン段階での操作元認証を行う。

第六条（ID等の管理責任）

1．利用者は、自己のID等の使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID等を用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされることを承認す

るものとする。

2．ID等が第三者に使用されたことによる損害は、利用者の故意過失の有無に拘らず、三井住友トラストクラブ及びJALはいかなる責任をも負わないものとする。

3．利用者は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄など利用者ならびに第三者に不利益や損害が発生

した場合にも三井住友トラストクラブ及びJALはその責任を負わないものとする。

4．利用者は、自己の設定したID等を失念した場合は、直ちにJALに届け出るものとし、JALの指示に従うものとする。なお、この場合であっても当該ID等によりなされた本サービスの利

用は、当該利用者が利用したとみなすことに異議ないものとする。

第七条（予約の作成・変更・取り消し・払い戻し）

1．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」での搭乗を希望する場合、予約手配は「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」を使用して行うものとす

る。

2．予約変更、追加、取り消しについては最初に予約手配を行った「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」を使用して行うものとする。

3．払い戻しが必要な航空券についてはJALの航空券取扱規約、運用に準ずる。また払い戻しの精算はダイナースクラブカードにて行う。

4．予約キャンセル待ちを行った予約記録の座席手配が出来た場合はJALより利用者へeメールにて連絡を行う。



第八条（予約の未利用）

1．未利用の予約記録については、JALの航空券予約取扱規約、運用に準ずる。

2．取り消しにあたり、取消手数料が発生する場合、利用者は規定の手数料を支払う。

第九条（搭乗）

利用者は第一条第3項の方法にて認証されることにより搭乗することができる。認証できない場合、または予約が有効でも「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」で

発券されていない場合には、JALは搭乗を拒否することができる。

第十条（運送約款）

利用者のJALグループ国内線搭乗にあたってはJALグループの国内旅客運送約款に従う。

第十一条（精算）

1．利用者により発券された航空券類の運賃料金は、三井住友トラストクラブ所定の期日に支払精算を行うものとする。

2．ダイナースクラブカード利用による運賃料金の精算においては、発券日をカード利用日とする。また、取り消しについては、取消手数料が発生した日をカード利用日とする。

3．予約の変更に伴い追加請求が発生した場合は、第一条第2項で指定したカード以外の利用もできるものとし、第一条第2項で指定したカード以外の利用をした場合の払い戻しにあたっ

ては第七条第3項に関わらず利用したカードにて行うものとする。

第十二条（債権管理）

1．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」の利用によりJALが取得した航空券類利用代金請求権は、三井住友トラストクラブとJAL間の契約に基づき三井住友トラス

トクラブに帰属することとし、利用者はこれに承諾する。

2．三井住友トラストクラブ及びJALは、利用者に対する与信審査結果により、直ちに本利用を解除する場合がある。

第十三条（利用停止）

三井住友トラストクラブ及びJALは、利用者の利用に際して本規約第二十二条第2項の各号に準じる問題が発生したと判断した場合には、「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約

サービス」の利用を停止し、以下に定める方法で「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」での搭乗を拒否することができる。

1．JALのホストコンピューターへの接続停止

2．手配済みの未搭乗予約記録の自動取消

3．発券済み航空券の発行取消

第十四条（利用上限）

三井住友トラストクラブ及びJALは、その判断により利用者が「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」を利用する際に利用金額の上限を設定できるものとする。

第十五条（ソフトウェア、データベースの所有権・著作権）

1．「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」利用にあたりJALが利用者に対して提供するソフトウェアの所有権、著作権及び一切の権利はJALに帰属し、利用者はこれ

を抹消または複製・改変・開示またはその他の機器で使用してはならない。

2．JALが所有するデータベースの著作権、所有権及びその他一切の権利はJALに属する。

第十六条（運用停止）

JALは、以下の場合において「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービスサービス」の運用を停止することができる。

1．JALが保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または一部を停止する場合。

2．天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、JALの管理不可能な理由によりシステムの全部または一部を停止する場合。

第十七条（ソフトウェア障害責任）

JALは、提供ソフトウェアの不作動、誤操作等により利用者の被った損害についてJALの故意または重過失に基づく場合を除き、その責を負わない。

第十八条（端末障害責任）

JALは、利用者のコンピューター端末に障害が発生した場合、JAL提供のシステムに起因する障害であることが明白に特定できない限り一切の責を負わない。

第十九条（不正使用の禁止）

利用者は、正当な操作方法以外の方法で「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」を使用してはならない。不正使用に起因する事故やJALに対して重大な影響を及ぼし

た場合は、利用者がその責を負い、JALは利用者に対して相応の賠償を請求できるものとする。

第二十条（第三者への販売行為の禁止）

1．利用者は、本人以外への航空券類の販売やこれに類する行為を行ってはならない。

2．利用者は、JALの代理業務やこれに類する行為を行ってはならない。

第二十一条（機能追加）

「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」の機能追加がなされた場合、利用者は特に三井住友トラストクラブ及びJALより定めがある場合を除き、本規約の改訂を行う

ことなくこれを利用することができる。



第二十二条（利用終了・抹消）

1．利用者はJALに対して書面で通知することにより、本利用を終了することができる。

2．三井住友トラストクラブ及びJALは、利用者において各号のいずれかに該当する場合もしくは該当するおそれのある場合、利用者に対する通知を要さずに直ちに本利用登録を抹消す

ることができる。

　(1)　「ダイナースクラブ　JALオンライン航空券予約サービス」のシステムの不適当な操作、運用が行われた場合。

　(2)　本規約に定める各条項に違反した場合。

　(3)　三井住友トラストクラブに対する航空券類の代金を一回でも滞納した場合。

　(4)　ダイナースクラブカードを退会した場合。

3．三井住友トラストクラブ及びJALは、利用者において以下各号のいずれかに該当する場合、若しくは該当するおそれがあると合理的に判断した場合、利用者に対する通知を要さずに

直ちに本登録を解除することができる。

　(1)　次に掲げる反社会的勢力のいずれかに該当する場合。

　　①　暴力団

　　②　暴力団員（暴力団員でなくなった時から5年を超過しない者を含む。）

　　③　暴力団準構成員

　　④　暴力団関係企業

　　⑤　総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ

　　⑥　その他これらに準ずるもの

　(2)　前号に掲げる反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下「反社会的勢力等」という）と次に掲げるいずれに該当する関係を有する場合。

　　①　反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

　　②　反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

　　③　反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

　　④　その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

　(3)　以下に該当する者。

　　日本政府または外国政府等が経済制裁の対象として指定する者

　(4)　自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為を行った場合。

　　①　暴力的な要求行為

　　②　法的な責任を超えた不当な要求行為

　　③　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

　　④	　風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為

　　⑤　その他前記①ないし④に準ずる行為

4．本条第2項又は第3項により本登録が解除された場合は、JALは、利用者と別途JALオンラインを利用した契約及び利用登録を拒絶することができる。

第二十三条（協議事項）

本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合は、その都度三井住友トラストクラブ、JAL及び利用者間で協議し誠意を以ってその解決にあたるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



返 信 用 宛 名 ラ ベ ル

点線の沿って切り取ってください。

お手元の封筒にお貼りください

① 必ず定形封筒をご使用ください。

 ※切手は不要です。

② 印刷はA4普通紙（白色）に、黒色の印字でお願いします。

③ 印刷する際はサイズ変更（拡大・縮小）をしないでください。

④ 点線に沿って裁断してください。

⑤ ラベルのはがれによる紛失を防ぐため、しっかりと糊付してください。

※ホチキス、クリップ、セロハンテープなどは使用しないでください。

⑥ 封筒の裏面には、お客様のご住所・ご氏名をご記入ください。

⑦ 書類をお送りいただく場合に限定してご利用ください。

 また、第三者への譲渡を禁止します。

返信用ラベルについてのご注意

封 筒 幅9～12㎝

長さ14～23.5㎝


